
国連各委員会の「沖縄県民は日本の先住民族」という認識を改め、勧告の撤回を求める意見書 

 

2015年 9月 14日～10月 2日までスイス・ジュネーブで開催された国連人権理事会におい

て、9 月 22 日翁長雄志沖縄県知事の国連演説が行われた。知事の国連演説は、島ぐるみ会議

が国連 NGOの「反差別国際運動」と「市民外交センター」と調整をして実現した。この 2つ

の国連 NGOは「沖縄県民は先住民である」と国連に働きかけてきた団体であり、知事の発言

枠は「市民外交センター」から譲り受けたものである。このような環境の中での翁長知事の発

言は本人の発言内容や意図と関係なく「沖縄県民は先住民である」と誤った認識を世界に発信

した。 

何故なら 2008年には既に、市民外交センターのアドバイスを受けた琉球民族独立総合研究

学会松島康勝氏の訴えで、国連から日本政府に対し、沖縄県民は先住民族で日本人ではないと

いう勧告文が出されている。 

その内容とは、「３２．委員会は、締約国が正式にアイヌの人々及び琉球・沖縄の人々を特別

な権利と保護を付与される先住民族と公式に認めていないことに懸念を持って留意する。（27

条）締約国（日本）は、国内法によってアイヌの人々及び琉球・沖縄の人々を先住民族として

明確に認め、彼らの文化遺産及び伝統的生活様式を保護し、保存し、促進し、彼らの土地の権

利を認めるべきである。締約国はアイヌの人々及び琉球・沖縄の人々の児童が彼らの言語で、

あるいは彼らの言語及び文化について教育を受ける適切な機会を提供し、通常の教育課程にア

イヌの人々及び琉球・沖縄の人々の文化及び歴史を含めるべきである。」 

というものである。これに対し日本政府は勧告を認めなかったが、国連は 2010 年、2014 年

に再度勧告を出している。 

しかし、私たち沖縄県民の殆どが自分自身が先住民族であるとの自己認識をもっておらず、

県民の知らないところでこのような勧告が出されているのは甚だしく遺憾であると言わざる

をえない。 

私たち沖縄県民は米軍統治下の時代でも常に日本人としての自覚を維持しており、祖国復帰

を強く願い続け、1972年（昭和 47年）5月 15日祖国復帰を果たした。そしてその後も他府

県の国民と全く同じく日本人としての平和と幸福を享受し続けている。 

それにもかかわらず、先住民の権利を主張すると、全国から沖縄県民は日本人ではないマイ

ノリティーとみなされることになり、逆に差別を呼びこむことになる。 

私たちは沖縄戦において祖国日本・郷土沖縄を命がけで日本人として守り抜いた先人の思い

を決して忘れてはならない。沖縄県民は日本人であり、決して先住民族ではない。よって、国

連の各委員会には「沖縄県民は先住民である」という認識を早急に改め、勧告の撤回を求める

ものである。更に、日本政府、沖縄県の各行政機関は、国連各委員会が「沖縄県民は先住民で

ある」という認識を早急に改め、勧告の撤回をするよう働きかけることを要請する。 

以上、地方自治法第 99条の規定により、意見書を提出する。 
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